
各事業の展開
  元年度は、『第4次三鷹市基本計画』の第2次改
定の年度に当たります。無作為抽出の市民によ
る「みたかまちづくりディスカッション」などの
多様な市民参加を踏まえた改定の取りまとめを
行うとともに、諸事業を着実に推進します。

市有財産の概況（9月30日現在）

　平成30年度末と比較して、市有物件では、
土地が755.75㎡の増、建物が14.34㎡の増と
なっています。

予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
一般会計 743億7,190万円 336億 700万円 45.2% 283億3,966万円 38.1%
国民健康保険事業特別会計 175億5,442万円 68億 6,454万円 39.1% 64億1,401万円 36.5%
下水道事業特別会計 40億6,368万円 11億 8,959万円 29.3% 14億 59万円 34.5%
介護サービス事業特別会計 9億 176万円 4億 3,229万円 47.9% 4億8,862万円 54.2%
介護保険事業特別会計 130億9,366万円 59億 7,252万円 45.6% 53億7,680万円 41.1%
後期高齢者医療特別会計 42億6,636万円 17億 1,656万円 40.2% 13億6,503万円 32.0%

合　　計 1,142億5,178万円 497億 8,250万円 43.6% 433億8,471万円 38.0%

市有物件／	754,312.47㎡
借用物件／	 42,119.16㎡
合　　計／	796,431.63㎡

令和元年度上半期の財政状況

市有物件／	331,879.72㎡
借用物件／	 7,016.46㎡
合　　計／338,896.18㎡

合　　計／101台
※ 借用車両5台を含む。

土　地 建　物 車　両

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、財政の健全度を測
る四つの指標と公営企業（下水道事業）の資金不足比率について算定した結果
を公表します。
　いずれかの指標が「早期健全化基準」以上になると、議会で「財政健全化計
画」を議決し、自主的な改善努力により財政健全化を図ることになります。ま
た、「財政再生基準」以上の指標がある場合は、いわゆる「財政破たん」とみな

され、国などの関与による財政再建に取り組むことになります。
　平成30年度決算から算出した市の各指標は、いずれも基準値を大きく下回
り、財政の健全性が維持されています。今後も「三鷹市自治基本条例」で定め
る自治体経営の趣旨に従い、適切な情報公開・提供を行いながら、健全な自
治体経営を進めていきます。

指　標 三鷹市 早期健全化基準 財政再生基準
実質赤字比率……標準財政規模（※）に対
する一般会計などの実質赤字額の割合

赤字額が発生していないため、
表示される数値はありません。 11.49% 20.00%

連結実質赤字比率……標準財政規模に
対するすべての会計の実質赤字額（また
は資金不足額）の割合

赤字額が発生していないため、
表示される数値はありません。 16.49% 30.00%

実質公債費比率……標準財政規模など
を基本とした額に対する実質的な公債
費（市の借金の返済金）に充てられた一
般財源の額の割合（3カ年平均値）

2.3% 25.0% 35.0%

将来負担比率……標準財政規模などを
基本とした額に対する一般会計などが
将来負担すべき実質的な負債額の割合

2.5% 350.0%

資金不足比率……公営企業での資金不
足額の事業規模に対する割合

不足額が発生していないため、
表示される数値はありません。

20.0%
（経営健全化基準）

健全化判断比率など（30年度）

※標準財政規模……地方公共団体の財政規模を比較するための数値として、地方税や地方交付
税などの経常的に収入される一般財源の額を、全国統一的な算式により算出したものです。
使途が特定されない財源である一般財源の大きさであり、基本的な財政指標や財政健全化指
標の分母となる数値です。

市の財政は健全に運営されています

　数値が高いほど、公債費などによる財政負担の度合いが高い
と判断されます。早期健全化基準は25.0％、財政再生基準は
35.0％ですが、三鷹市はこれを大きく下回る2.3％にとどまっ
ています。
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　数値が高いほど、将来的に財政が圧迫される可能性が高いと
判断されます。早期健全化基準は350.0％ですが、三鷹市はこ
れを大きく下回る2.5％にとどまっています。

◎将来負担比率

　市では、みなさんの先導的な環境活動を表彰し、賞状と記念品
を贈呈しています。今回から「環境活動奨励表彰」を新設し、表彰
対象を拡大しました。みなさんの活動をぜひお知らせください。
◆対象となる活動
　環境啓発活動の推進、エネルギーの効率的利用、ごみの減量、地
域の美化、緑化の推進、環境講座や自然観察会の開催、地域の清
掃など、環境保全への先導的な活動で広く紹介できるもの（自薦、
他薦を問いません）

市民、市内の学校・学級、市民が主体となって活動する非営利
サークル・団体、市内事業者

12月2日㈪〜令和2年1月15日㈬に必要書類を同課（第二庁舎2階）へ

12月は地球温暖化防止月間
環境政策課☎内線2524

環境政策課☎内線2524

　身近なことから地球温暖化防止の取り組みを始めましょう。
◆家庭でできるひと工夫
・暖房時の室温は20度に。外出や就寝の20分前を目安に電源を

切り、使用時間を1日1時間短縮する
・白熱電球はLED電球などの省エネ・長寿命の照明に取り替える
・風呂は短時間でもふたを閉め、家族が続けて入ることで追いだき

や自動保温を少なくする
・冬は冷蔵庫の設定温度を「弱」にする
・温水洗浄便座の温度は控えめに。便座の
　ふたを閉めて放熱を防ぐ

三鷹市環境基金活用事業
環境活動の表彰対象を
募集します

　国内で発生する食品ロスは年間643万トン（平成28年度）と推計され、世界の
食品援助量の約2倍の量が廃棄されています。宴会では、特に多くの食べ残し
が発生しがちです。「もったいない」を心掛け、おいしく楽しみましょう。
◆宴会での食品ロスを減らす心得
・乾杯後、しばらくは席を離れずに料理を楽しみましょう
・食べ切れない、食べられない料理は、参加者でシェアしましょう
・宴会中に離席した時は、宴会が終わるまでに自席に戻って料理を楽しみましょう
◆幹事の方へ
　参加者の構成などを踏まえ、料理（コース）の内容や量を確認して注文しましょう。また、参加者
には食品ロス削減の呼び掛けをお願いします。

食品ロスの削減にご協力ください
ごみ対策課☎内線2534

　処理した生ごみは、堆肥として園芸や家庭菜園に利用でき、臭いも抑えられます。ごみの減量・
資源化にお役立てください。

市民・市内事業者で、3,000円以上（消費税、付属品、送料、販売店のポイントサービスなどの
割引分を除く）のコンポスト容器または家庭用生ごみ処理機を購入し、市内に設置した方（助成は1
基まで）
※ディスポーザー、業務用生ごみ処理機は対象外。
◆助成金額　購入金額の2分の1（上限20,000円、1,000円未満は切り捨て）

購入後1年以内に、①販売店発行の領収書（購入日・商品名・金額・購入者名の記載があるも
の。通信販売などで購入の場合も領収書が必要）、②メーカー発行の保証書（購入日・商品名の記載
があるもの）、③印鑑（ゴム印不可）、④購入者本人の口座が分かるものを同課（第二庁舎2階）へ

家庭用生ごみ処理装置の購入費の一部を
助成します
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ごみ対策課☎内線2534
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